
納める人

納める額

■森林環境税（県税）
仕事と税金

この税は、県土の保全、水源のかん養など県民が享受している森林の
幅広い公益的機能にかんがみ、森林の環境保全に関する施策の費用を県
民全体で幅広く負担していただくという考え方に基づき、既存の税であ
る「県民税均等割」に上乗せする「超過課税」という方法により課税さ
れるものです。個人については平成18年度課税分から、法人について
は平成18年４月１日から令和８年３月31日までの間に開始する事業年
度に適用されます。

奈良県は、県土の77％が森林におおわれています。県土の保全、災害の防止、
自然環境の保全、水源のかん養など、私たちに多くの恵みをもたらす森林は、
県民全体の貴重な環境資源です。将来の世代に引き継ぐためにも、奈良の森林
を守るための取り組みに、みなさまのご理解ご協力をお願いします。

・県内に住所がある個人
・県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人

年額 500円

・県内に事務所（事業所）がある法人
・県内に事務所（事業所）はないが、寮、宿泊所、クラブなどを持っている法人
・県内に事務所（事業所）や寮などがある、法人でない社団又は財団で、収益事業

を行っているもの

森林環境税課税前の均等割額の５％相当額

＜個人の場合＞

納める人

納める額

＜法人の場合＞

資本金等の額
森林環境税課税前の
均等割額（年額）

森林環境税（均等割額の５％相当額）

円000,04円000,008超円億05

円000,72円000,045下以円億05～超円億01

円005,6円000,031下以円億01～超円億1

円005,2円000,05下以円億1～超円万千1

円000,1円000,02等人法の外以記上
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・県内に住所がある個人
・県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人
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・県内に事務所（事業所）はないが、寮、宿泊所、クラブなどを持っている法人
・県内に事務所（事業所）や寮などがある、法人でない社団又は財団で、収益事業

を行っているもの
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